
第２６７回福島県災害対策本部員会議（概要） 

災害対策本部総括班まとめ 

 

１ 日 時：平成 24年 5月 28(月）9:38 ～10:10 

２ 場 所：第一特別委員会室 

３ 内 容： 

（１）環境放射能測定結果（暫定値）の状況について 

 事務局：別紙資料により説明 

  5月 28日 6時現在の状況について報告する。 

直近の測定結果で、最小値は、下郷町の道の駅しもごう等の 0.04μSv/h、最大値

は、大熊町の夫沢三区地区集会所の 36.94μSv/hとなっている。 

 継続して測定を実施している地点については、おおむね横ばいまたは減少傾向を示

している。 

 

（２）福島県民向け電話相談窓口 週報について 

 オフサイトセンター事務局：別紙資料により説明 

  先週の相談件数は、197件。 

  賠償の窓口に関する問い合わせ、子どもの小学校のプールの利用、屋外で長時間過

ごすことに問題ないかということに関する問い合わせ等があった。   

 

（３）「農林水産業に関する相談窓口」の利用状況について 

 農林水産部長：別紙資料により説明 

  先週の相談件数は、12件。 

内容は、山菜やたけのこなどのモニタリングに関する問い合わせが 6件、賠償に関

する問い合わせが 2件、融資や農地の除染に関する相談がそれぞれ 1 件あった。山菜

については、モニタリング検査の結果、出荷制限の状況を確認する問い合わせが多く

よせられた。   

 

（４）「原子力損害の賠償等に関する問い合わせ窓口」利用状況について 

原子力損害対策担当理事：別紙資料により説明 

 相談件数は、110 件。かなり少なめの件数である。 

中通り、浜通り地方の方からの問い合わせが多くなっている。 

主な内容については、県の給付金の関係で会津、中通りから、財物関係などの手続

きについて問い合わせがあった。 

 

（５）経営・金融・労働の相談状況について 



  商工労働部次長：別紙資料により説明 

先週の相談件数は 18件。若干減少となっている。 

制度資金に関する融資要件についての相談、原子力災害による休業に伴う補償につ

いての相談、避難者からの就職相談があった。 

 

（６）平成２４年度除染業務講習会（現場監督者コース・業務監理者コース）第二期

募集について 

生活環境部長：別紙資料により説明 

本年度の除染業務講習会は業務従事者 7,500 名、現場監督者 1,500 名、業務監理者

1,000 名の合計１万人の養成を予定している。 

今回は現場監督者コースについて、第二期の 410 名、業務管理者コースについて、

第二期の 300名の応募の受付を開始するので、奮って応募して欲しい。 

 

（７）風評被害で苦しむ福島県を応援しよう！～「ふくしま ⇔ 東京キャンペーン」

について 

東京都福島県事務所長：別紙資料により説明 

東京都では、福島県の一日も早い復旧・復興を願い、昨年から様々な支援イベント 

を展開している。今年度は、「ふくしま ⇔ 東京キャンペーン」と銘うち、種々の団  

体と一体となり、都内各地で福島県産品と観光の支援を継続的に実施していくという 

内容で、先週、5 月 23 日にプレス発表した。  

   キャンペーンは六つのプロジェクトに分かれている。第 1 は、「駅ナカ」、駅の構内

で県産品の販売を実施するというもの。第 6 は、通信販売により福島県産品の消費拡

大を図っていくというもの。 

  次に、東京愛ランドフェア「島じまん」について。毎年東京都で実施している、三

宅、大島、八丈等の島の活性化を図るイベントで 5 月 26 日、27 日に東京の竹芝桟橋

で実施した。今回は福島県のブースを設けて特産品等の販売を行った。全体の規模は

８万５千人で盛況だった。 

  そして、桜交流プロジェクト 江戸・東京にゆかりのある桜を福島県内に移植して

桜の名所をつくり、福島県の観光振興等に資する。そして、福島県の桜を逆に東京都

内に移植して桜の交流を進めていこうとするもので、これも 5 月 23 日にプレス発表

した。 

  福島県から東京都へは、三春の滝桜というものを今年の９月から１０月に、井の頭

恩賜公園に植樹する予定で、東京都から福島県に寄贈する桜は東京都にゆかりのある

「ジンダイアケボノ」、「コマツオトメ」等を予定している。植樹場所としては北塩原

村、三春町などを考えているが、他にもあと数か所選定したいと考えている。 

  福島県と東京都との絆を表象する桜を県の顔となるような場所にぜひ、植樹させて



いただきたいと思っているので、協力をお願いしたい。 

 

（８）被害状況即報中の応急仮設住宅等の入居者数について 

 原子力損害対策担当理事：別紙資料により説明 

  応急仮設等の入居者数を毎回公表しているが、今回５千人ほど増えている。雇用促

進住宅等の入居者 5,355 人が新たに計上された。昨年度から入居されている方もいる

が、昨年度中は住宅が無償で提供されていたこともあり、なかなか正確な入居者数の

把握が難しかったが、４月から雇用促進住宅に入居されている方も災害救助法の適用

対象ということで県が借り上げをすることになった。県が借り上げをすることにより

正確な入居者数の把握が可能になった。 

 

 副知事から 

  続いて、東日本大震災復旧・復興本部会議に移ります。 

 

（中 略） 

 

知事から 

  それぞれの部局から復旧・復興事業の進捗状況の説明があった。進めている中で、

部だけでは対応できないものがたくさんでてきているので、部局の連携が極めて大事

なことになる。しっかりとプロジェクトチームをつくり、各部局の垣根を越えて、一

層、復旧・復興が進んでいくようにしっかり取り組むように。 

  基本方針は福島の将来を占う大きな基礎となるものである。市町村の話をしっかり

と丁寧に聞きながら、企画調整部を中心に各部局一体となって、それぞれの要求・要

望を具現化するように取り組むように。 

  先週、関東知事会が福島県で行われた。関東知事会では福島県に対する応援を続け

ていくという決議書をいただいた。これは非常にありがたいと思っている。 

  さらにその前に、全国の知事会もあり、出席をしてきた。その中で、職員、特に技

術系職員の人数が足りずに非常に厳しい状況にあり支援が必要であることを伝えた

ところ、全国知事会として対応してもらえるとのことであった。職員一丸となって復

旧・復興に取り組んでほしい。 

 


